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ごあいさつ 取締役社長 後藤宗利

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
当期の業績は、各国の金融引き締めによる住宅需要の低迷や建築・建設市場への投資抑制の影響を受け海外

市場における売上が減少したことから、売上収益は前期を3.0％下回る7,414億円となりました。利益面にお
いては、グループを挙げて在庫削減や業務のムダ取りを推し進めたことに加え、為替の影響が原価率改善に寄
与したことなどから、営業利益は前期比約2.3倍となる662億円（営業利益率8.9％）となりました。
気候変動問題や人手不足の影響がより深刻さを増す中、当社はカーボンニュートラルに向けた取り組みを進

めるとともに、こうした社会課題の解決に貢献するため、電動工具のみならず園芸用機器なども含めた充電製
品の総合サプライヤーへの進化に取り組んでおります。
当期においては、芝生の刈り込みと充電ステーションへの帰還を自動走行で行い、常に刈り揃えられた景観

をキープする充電式ロボット芝刈機、最大積載量300kgの荷台が電動昇降する充電式運搬車、2本のメインブ
ラシで大小様々なゴミを収集する充電式スイーパを発売するなど作業者の負荷軽減や生産性向上に貢献する充
電製品の開発を積極的に進めました。
市場ニーズを的確に捉えた新製品開発を推進し、お客さまの作業環境の改善と持続可能な社会の実現に貢献

することで、永続的に成長する企業を目指してまいります。
株主の皆さまにおかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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招集ご通知 （証券コード 6586）
2024年６月４日

株主各位 （電子提供措置の開始日 2024年５月30日）
愛知県安城市住吉町３丁目11番８号

取締役社長 後 藤 宗 利
第112回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼を申しあげます。
さて、当社第112回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第112回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
●当社ウェブサイト https://www.makita.co.jp/ir/event/event_03.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
●東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

敬 具
記

１ 日 時 2024年６月26日（水曜日）午前10時 （受付開始 午前９時）

２ 場 所
愛知県安城市住吉町３丁目11番８号
株式会社マキタ 本店 ５階ホール（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照く
ださい。）

３ 目的事項

報告事項
１．第112期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第112期計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第３号議案 役員賞与の支給の件
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なお、ご出席に代えて、郵送又はインターネット等により議決権を事前行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいま
して、2024年６月25日（火曜日）午後５時までに議決権を行使していただきますようお願
い申しあげます。

以 上
●電子提供措置事項のうち、次の事項は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人が監査報告
の作成に際し監査した書類には、これらの事項が含まれております。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況」
・連結計算書類の「連結持分変動計算書」、「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

決議事項の要旨
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当金について当社普通株式１株につき金47円のご承認をお願いするものです。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
以下の10名の選任についてご承認をお願いするものです。
候補者
番号 氏 名 性別 候補者

番号 氏 名 性別

１ ご とう むね とし

後 藤 宗 利 男性 再任 ６ おお つ ゆき ひろ

大 津 行 弘 男性 再任

２ かね こ てつ ひさ

金 子 哲 久 男性 再任 ７ いぬ づか よし ひさ

犬 塚 善 久 男性 新任

３ つち や たかし

土 屋 隆 男性 再任 ８ かわ せ ひで ゆき

川 瀬 英 行 男性 新任

４ よし だ まさ き

吉 田 雅 樹 男性 再任 ９ すぎ の まさ ひろ

杉 野 正 博 男性 再任

５ おもて たか し

表 孝 至 男性 再任 10 いわ せ たか ひろ

岩 瀬 隆 広 男性 再任

第３号議案 役員賞与の支給の件
当期末時点の取締役15名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役６名を除く９名に
対し、役員賞与を総額１億５千４百万円支給することについてご承認をお願いするものです。



議決権行使期限

議決権行使書
こちらを切り取って
ご返送ください

株主総会開催日時

議決権行使書 招集ご通知
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議決権行使のご案内
事前に議決権行使をされる場合

2024年６月25日（火）午後５時まで
インターネット
当社指定の議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.netにて
各議案に対する賛否をご入力ください。
詳細は次ページをご覧ください。

郵送
同封の議決権行使書用紙に
各議案に対する賛否をご記入
いただき、下記のように
切り取ってご投函ください。

議決権行使ウェブサイトの
ご利用に関するお問い合わせ
三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート

専用ダイヤル
0120−652−031
（午前９時〜午後９時）

スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください。
● 議決権行使書面において、各議案につき賛否のご表示のない場合、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
● 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な行使としてお取り扱いい

たします。
● インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

株主総会に当日ご出席される場合
2024年６月26日(水) 午前10時（受付開始 午前９時）
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

● 当日の入場は、株主さまのみとなります。代理出席の場合は、代理人の方も株主さまである必要がございます。代理人として行使
する議決権行使書用紙及び代理権を証明する書面に加えて、代理人さまご本人名義の議決権行使書用紙をご提出ください。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について(機関投資家の皆さまへ)
機関投資家の皆さまに関しましては、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権
行使を行っていただくことも可能です。



xxxx

議決権行使書

③

④

xx xx

●「スマート行使」によるご行使 ● ●パソコン等によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ
「この内容で
行 使 する 」
ボタンを押し
て行使完了！

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
個別に指示する

④すべての会社提案議案
について「賛成」する

※
デンソーウェーブの
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、
くだたい力入ごを」ドーワスパ「」ドーコ使行権決議「の載記に紙用書使行権決議の封同

必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

クリック

クリック

クリック

議決権行使コード

パスワード

②ログインする

同封の議決権行
使書用紙に記載
の「パスワード」
をご入力くださ
い。
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株主総会参考書類

7

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、年間配当金20円を下限とし、総還元性向35％以上とすることを利益配分の基本方針

としております。ただし特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の基本的１株当たり
当期利益を基に配当額を決定いたします。
この利益配分の基本方針に基づき当期の連結業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、期

末配当につきましては、次の通りといたしたく存じます。これにより当期の年間配当金は、中間
配当金10円をあわせ１株につき57円となり、連結配当性向は35.2％となります。また、当期は
取得総額9,999,789,600円、株式総数2,532,400株の当社普通株式の取得を行い、その結果、
当期の総還元性向は58.0％となります。

１
株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金47円
総額12,644,123,253円

２ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月27日

（注）上記利益配分の基本方針の内容は事業報告「５ 剰余金の配当等の決定に関する方針」(36頁)に記載の
通りです。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（11名）は本総

会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、取締役候補者の指名に当たっては、指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき取締

役会において決定しております。
また、監査等委員会において本議案について審議がなされましたが、会社法の規定に基づき株

主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位及び担当 取締役会
出席状況

１ ご とう むね とし

後 藤 宗 利 再任 男性 代表取締役社長 12／12回
（100％）

２ かね こ てつ ひさ

金 子 哲 久 再任 男性 取締役 執行役員
開発技術本部長

12／12回
（100％）

３ つち や たかし

土 屋 隆 再任 男性 取締役 執行役員
国内営業本部長

12／12回
（100％）

４ よし だ まさ き

吉 田 雅 樹 再任 男性 取締役 執行役員
生産本部長

12／12回
（100％）

５ おもて たか し

表 孝 至 再任 男性 取締役 執行役員
海外営業本部長

12／12回
（100％）

６ おお つ ゆき ひろ

大 津 行 弘 再任 男性 取締役 執行役員
管理本部長

12／12回
（100％）

７ いぬ づか よし ひさ

犬 塚 善 久 新任 男性 執行役員
開発技術本部副本部長 ―

８ かわ せ ひで ゆき

川 瀬 英 行 新任 男性 執行役員
生産本部副本部長 ―

９ すぎ の まさ ひろ

杉 野 正 博 再任 社外 独立 男性 社外取締役 12／12回
（100％）

10 いわ せ たか ひろ

岩 瀬 隆 広 再任 社外 独立 男性 社外取締役 12／12回
（100％）
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候補者番号 ご とう むね とし

後 藤 宗 利１ [ 生年月日 ]
1975年４月26日

[ 所有する当社株式の数 ]
475,377株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年４月 当社入社
2012年４月 同海外営業管理部長
2013年６月 同取締役執行役員海外営業本部長
2017年６月 同代表取締役社長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社での国内営業、開発部門、海外販売子会社における経験に加え、2013年6月より海外営業本部長
を務めるなど、当社の業務全般及び経営に精通するとともに、2017年6月より取締役社長を務め、当
社の成長を主導しております。これらの豊富な経験と知見及び優れたリーダーシップが当社の経営に
必要であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 かね こ てつ ひさ

金 子 哲 久２ [ 生年月日 ]
1955年４月６日

[ 所有する当社株式の数 ]
25,812株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年３月 当社入社
2004年４月 同技術研究部長
2005年８月 同第２製造部長
2006年10月 同第１製造部長
2007年６月 同取締役購買本部長
2009年６月 同取締役執行役員購買本部長
2010年５月 同取締役執行役員生産本部長：中国工場担当
2015年６月 同取締役執行役員生産本部長
2017年６月 同取締役執行役員開発技術本部長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社の開発部門の要職、生産部門の中核である中国の生産子会社のトップ、購買本部長、生産本部長
を歴任するとともに、現在は開発技術本部長を務めるなど開発、生産、購買を中心に当社の業務及び
経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要であると考え、取締役とし
て選任をお願いするものであります。
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候補者番号 つち や たかし

土 屋 隆3 [ 生年月日 ]
1957年９月１日

[ 所有する当社株式の数 ]
21,412株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年３月 当社入社
2001年４月 同静岡支店長
2003年10月 同東京支店長
2010年４月 同営業管理部長
2013年６月 同執行役員国内営業本部長：東京営業部担当
2015年６月 同取締役執行役員国内営業本部長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社において、国内営業を中心に要職を歴任するとともに、2013年6月より執行役員として国内営業
本部長(東京営業部担当)を務め、現在は取締役執行役員として国内営業本部長を務めるなど国内営業
を中心に当社の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要で
あると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 よし だ まさ き

吉 田 雅 樹4 [ 生年月日 ]
1962年６月17日

[ 所有する当社株式の数 ]
13,932株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年３月 当社入社
2007年10月 同生産管理部長
2010年４月 同第２製造部長
2011年４月 同生産開発部長
2012年２月 牧田（中国）有限公司副総経理
2015年６月 当社取締役執行役員生産本部副本部長：中国工場担当
2018年４月 同取締役執行役員生産本部副本部長
2021年６月 同取締役執行役員生産本部長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社において、生産部門を中心に従事し、生産部門の中核である中国の生産子会社のトップを歴任す
るとともに、2015年6月より生産本部副本部長、2021年6月より生産本部長を務めるなど生産を中心
に当社の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要であると
考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 おもて たか し

表 孝 至5 [ 生年月日 ]
1959年２月10日

[ 所有する当社株式の数 ]
11,452株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年３月 当社入社
1995年１月 マキタ・メキシコS.A. de C.V.責任者
2001年３月 マキタ・ド・ブラジルLtda.責任者
2013年６月 当社執行役員中南米統括責任者
2017年６月 同取締役執行役員海外営業本部長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社において、海外営業を中心に従事し、海外販売子会社（ブラジル及びメキシコ）における長年の
駐在経験を有するとともに、2013年6月より中南米統括責任者、2017年6月より海外営業本部長を務
めるなど海外営業を中心に当社の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当
社の経営に必要であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 おお つ ゆき ひろ

大 津 行 弘6 [ 生年月日 ]
1960年８月27日

[ 所有する当社株式の数 ]
11,452株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年３月 当社入社
2009年４月 同財務部次長
2009年12月 牧田（中国）有限公司副総経理
2013年10月 当社経理部長
2017年６月 同取締役執行役員管理本部長(現任)

取締役候補者とした理由
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

当社の財務部門における要職の経験に加え、生産部門の中核である中国の生産子会社を含めた海外子
会社の管理部門における経験も豊富に有しており、2017年6月より管理本部長を務めるなど、管理部
門を中心に当社の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要
であると考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 いぬ づか よし ひさ

犬 塚 善 久７ [ 生年月日 ]
1961年２月15日

[ 所有する当社株式の数 ]
7,000株

新 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年３月 当社入社
2009年４月 同第２製造部長
2010年４月 同生産開発部長
2011年３月 マキタ・ド・ブラジルLtda.工場長
2016年４月 当社開発技術企画部長
2021年６月 同執行役員開発技術本部副本部長(現任)

取締役候補者とした理由
当社のイギリスの生産子会社及びブラジルの生産販売子会社における駐在経験に加え、生産部門、開
発部門における要職を歴任し、現在は開発技術本部副本部長を務めるなど、生産、開発を中心に当社
の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要であると考え、
取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 かわ せ ひで ゆき

川 瀬 英 行８ [ 生年月日 ]
1963年７月31日

[ 所有する当社株式の数 ]
10,000株

新 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年３月 当社入社
2012年４月 マキタ EU S.R.L.（ルーマニア）責任者
2018年４月 牧田（中国）有限公司総経理
2021年６月 当社執行役員生産本部副本部長：中国工場担当
2024年３月 同執行役員生産本部副本部長(現任)

取締役候補者とした理由
当社において、生産部門を中心に従事し、アメリカの生産子会社への駐在に加え、生産部門の中核で
あるルーマニア、中国の生産子会社のトップを歴任し、現在は生産本部副本部長を務めるなど、生産
を中心に当社の業務及び経営に精通しております。これらの豊富な経験と知見が当社の経営に必要で
あると考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 すぎ の まさ ひろ

杉 野 正 博９ [ 生年月日 ]
1944年11月18日

[ 所有する当社株式の数 ]
―株

再 任
社 外
独 立
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1967年４月 伊奈製陶株式会社（現株式会社LIXIL）入社
1992年１月 株式会社INAX（旧伊奈製陶株式会社）取締役
1996年１月 同常務取締役
2000年１月 同専務取締役
2001年10月 同代表取締役社長
2007年６月 同代表取締役会長
2007年６月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXIL）代表取締役社長
2011年４月 株式会社LIXIL代表取締役社長
2011年６月 同取締役相談役
2013年６月 同相談役
2015年６月 当社社外取締役(現任)
2017年６月 ミサワホーム株式会社社外取締役
2018年２月 北恵株式会社社外取締役(現任)
2018年７月 株式会社LIXIL特別顧問
2020年１月 同顧問(現任)
[重要な兼職の状況] 株式会社LIXIL 顧問

北恵株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

株式会社INAXをはじめとして、LIXILグループの経営に長年携わるなど企業経営に精通しており、現
在も当社の経営に対して大所高所より有益なご意見をいただいております。独立した立場からこれら
の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映いただけることを期待しております。
なお、同氏は2015年6月より当社社外取締役を務められ、その在任期間は本年6月の株主総会終結の
時をもって9年となります。当社は社外取締役の独立性基準として、在任期間の上限を原則として8年
と定めておりますが、同氏の当社事業への理解度及び取締役会における貢献度を鑑み、当社の企業価
値向上に不可欠と判断することから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 いわ せ たか ひろ

岩 瀬 隆 広10 [ 生年月日 ]
1952年５月28日

[ 所有する当社株式の数 ]
1,100株

再 任
社 外
独 立
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
2005年６月 同常務役員
2009年６月 同専務取締役

中央発條株式会社社外監査役
2011年４月 トヨタモーターアジアパシフィック株式会社取締役副会長
2011年６月 トヨタ自動車株式会社専務役員
2014年６月 トヨタ車体株式会社取締役社長
2016年４月 愛知製鋼株式会社常勤顧問
2016年６月 同代表取締役会長
2017年６月 中央発條株式会社社外監査役
2020年７月 愛知県公安委員会委員長
2021年３月 DMG森精機株式会社社外監査役(現任)
2021年６月 当社社外取締役(現任)
[重要な兼職の状況] DMG森精機株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
取締役会へ
の出席状況

12回/12回
（100％）

トヨタ自動車株式会社をはじめトヨタグループの中核企業の経営に長年携わるなど企業経営に精通し
ており、現在も当社の経営に対して大所高所より有益なご意見をいただいております。独立した立場
からこれらの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映いただけることを期待し、社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 社外取締役候補者 杉野正博氏に関する特記事項は以下の通りであります。
①当社グループは、杉野正博氏が業務執行者を務めておりました株式会社LIXIL及びそのグループ会社
に対し当社製品を販売しております。当期における販売額は３百万円であり、これは当社グループ
の連結売上収益の0.01%未満と僅少であります。

②杉野正博氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって９年とな
ります。

③杉野正博氏と当社は会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定
める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。杉野正博氏が選任された場合、当社は杉
野正博氏との間で当該契約を継続する予定です。

④当社は、杉野正博氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
両取引所に対し届け出ております。杉野正博氏が選任された場合、当社は引き続き杉野正博氏を独
立役員とする予定です。
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３. 社外取締役候補者 岩瀬隆広氏に関する特記事項は以下の通りであります。
①当社グループは、岩瀬隆広氏が業務執行者を務めておりました愛知製鋼株式会社及びそのグループ
会社より部品を購入しております。当期における購入額は520百万円であり、これは愛知製鋼グル
ープの連結売上高の0.18%と僅少であります。

②岩瀬隆広氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって３年とな
ります。

③岩瀬隆広氏と当社は会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定
める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。岩瀬隆広氏が選任された場合、当社は岩
瀬隆広氏との間で当該契約を継続する予定です。

④当社は、岩瀬隆広氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
両取引所に対し届け出ております。岩瀬隆広氏が選任された場合、当社は引き続き岩瀬隆広氏を独
立役員とする予定です。

４. 各取締役候補者の所有する当社株式の数は、当社役員持株会における各人の持分を含めた実質持株
数を記載しております。

５．当社は、役員が職務の遂行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに有用
な人材を迎えることができるよう、取締役及び執行役員並びに子会社の役員（海外子会社について
は、当社からの出向役員及び、当社と海外子会社との兼務役員に限る。）を被保険者として、会社法
第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、本議案が原
案通り承認され、取締役等に就任した場合には、各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされてい
ます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補され
ないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険
者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2024年６月29日に当該
保険契約を更新する予定であります。



社内
取締役
9名

独立社外取締役の比率

[取締役会の構成]

5名/14名中
35.7％

独立社外取締役5名
（うち女性1名）
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ご参考
［取締役会の構成及び専門性］

当社の取締役には、年齢・性別・国籍を問わず、当社の企業価値向上に貢献できる人物を登用
することとしています。社内取締役（監査等委員である取締役を除く。）には自己の経験と知見
に基づき経営戦略を策定・遂行する能力を有する者、社外取締役（監査等委員である取締役を除
く。）には企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者、監査等委員である取締役には
社内外での職務経験や財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を有する者を選任し
ており、海外経験を有する取締役も多数在任しています。そのため、当社の取締役会は、取締役
会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保された実効性のある組織として
機能していると考えていますが、経営に関する適切な意思決定、業務執行の監督といった役割・
責務を、より実効的に果たしていく上で、スキル、経験、性別、国際性などを含む、取締役会の
構成における多様性の確保について引き続き検討してまいります。また、現在の取締役会は、迅
速な意思決定を行うことができる適正な規模と考えています。

氏 名
指名・
報酬
委員会

専 門 性
企業
経営

海外
経験

営業/
販売 開発

生産/
調達/
品質

サステナ
ビリティ

IT/
デジタル
化

財務
会計 法務

取
締
役

後 藤 宗 利 ● ● ● ● ● ● ●

金 子 哲 久 ● ● ● ●

土 屋 隆 ● ●

吉 田 雅 樹 ● ● ● ●

表 孝 至 ● ● ●

大 津 行 弘 ● ● ● ● ● ● ●

犬 塚 善 久 ● ● ● ●

川 瀬 英 行 ● ● ●
杉 野 正 博
社外 独立 ● ● ● ●
岩 瀬 隆 広
社外 独立 ● ● ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

若 山 光 彦 ● ●
井 上 尚 司
社外 独立 ● ●
西 川 浩 司
社外 独立 ●
氏 原 亜由美
社外 独立 ●
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第３号議案 役員賞与の支給の件
当社の役員賞与は、利益配分の基本方針と同様に連結業績連動型としております。
これにより、当期の連結業績等を勘案し、当期末時点の取締役15名のうち、監査等委員であ

る取締役及び社外取締役６名を除く９名に対し、役員賞与を総額１億５千４百万円支給すること
といたしたく存じます。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、事業報告31頁に記載

の通りであり、当社は、本議案の内容は当該方針に沿うものとして相当であると判断しておりま
す。
また、監査等委員会において本議案について審議がなされましたが、会社法の規定に基づき株

主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
以 上



事業報告（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
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１ 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当期の国際的な経済情勢を見ますと、インフレ抑制のための金融引き締め政策が各国で行われ
る中、金利の高止まりなどから住宅投資が低調に推移するなど、世界的に経済成長が鈍化しまし
た。また、ロシアによるウクライナ侵攻や中東地域の情勢不安が一層の物価上昇、景気後退を招
く可能性もあり、依然として先行き不透明な状況が続いています。
このような情勢の中で当社グループは、開発面では、ハイパワー・長寿命・高耐久の

「40Vmaxリチウムイオンバッテリ」（XGT）シリーズの電動工具・園芸用機器をはじめとした
充電製品のラインアップ拡充に注力するとともに、ロボット芝刈機や充電式スイーパなど新規カ
テゴリへも新製品を投入しました。
生産面では、あらゆる製造工程内でムダ取りとコストダウン活動に努めるとともに、各工場で

の取り組みを他工場に横展開していくことで、グループ全体での効率向上に努めました。
営業面では、地域密着・顧客密着のサービス体制のレベルアップに注力し、世界各地域のお客

さまとの信頼関係の更なる強化に努めるとともに、40Vmaxリチウムイオンバッテリを活用し
たハイパワーな製品を軸に市場の深耕・開拓に取り組みました。
当期の当社グループの連結業績は、各国の金融引き締めによる住宅需要の低迷及び建築・建設

市場への投資抑制の影響を受け、海外市場における地域で売上が減少し、売上収益は前期比3.0
％減の741,391百万円となりました。
地域別の売上収益については、次の通りです。
国内では、需要環境は厳しく低迷しているものの、公共施設関連の建設需要は比較的堅調に推

移し、また園芸用機器において主にプロ向け製品を中心に拡販に努めた結果、前期比0.2％増の
123,222百万円となりました。
欧州では、依然高金利の影響から各国で建築市場が低迷しており、低調な需要状況が続いてい

るものの、円安現地通貨高の影響により前期比2.1％増の356,491百万円となりました。
北米では、全体としては個人消費が比較的堅調に推移しているものの、依然として高金利な環

境が続いていることから住宅関連の需要が鈍く、主にホームセンター向けを中心に売上が減少し
たことから、前期比21.3％減の93,677百万円となりました。
アジアでは、中国をはじめとした各国での不動産市場の不振が続き、総じて工具需要が低調に

推移したことから、前期比13.4％減の46,133百万円となりました。
中南米では、需要環境は厳しいものの、各国において注力している40Vmaxシリーズの拡販

に努めたこと及び円安現地通貨高の影響により、前期比5.2％増の49,697百万円となりました。
オセアニアでは、依然として続くインフレ、高金利の影響により消費が低迷しており、住宅投

資も低水準で推移したことから、前期比3.8％減の56,340百万円となりました。
中近東・アフリカでは、国によって濃淡はあるものの、総じて建設・建築需要は堅調に推移し

ており、前期比8.9％増の15,831百万円となりました。
以上の結果、当期の海外売上収益比率は、83.4％となりました。
利益面においては、輸送コストの低減と為替の影響などにより原価率が改善したことから、営

業利益は前期比134.3％増の66,169百万円（営業利益率8.9％）となりました。税引前利益は前
期比168.0％増の64,017百万円（税引前利益率8.6％）、親会社の所有者に帰属する当期利益は
273.3％増の43,691百万円（親会社の所有者に帰属する当期利益率5.9％）となりました。



（当社ホームページ）
サステナビリティ情報 TCFD提言に基づく開示
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（カーボンニュートラルへの取り組み）
頻発する風水害など気候変動が社会に及ぼす影響が甚大になる中で、気候変動問題の解決に向

けて企業が果たすべき役割はより重要なものとなっており、当社グループは「脱炭素社会への貢
献」を特に優先して取り組む重要課題（マテリアリティ）と位置付けて取り組みを強化しており
ます。そのため当社グループは現在、電動工具に次ぐ将来の事業の柱として、使用時に排ガスを
出さない充電式の園芸用機器に注力し、脱炭素社会の実現に取り組んでいます。また、温室効果
ガス（GHG）排出量の削減に向けて、自社の事業活動でのGHG排出量（Scope１、２）を
2030年度までに2020年度比で50％削減し、2040年度までに実質ゼロとすること、サプライ
チェーン全体でのGHG排出量（Scope３）を2050年度までに実質ゼロとすることを目標として
設定しています。
2024年３月期においては、国内では岡崎工場発送棟及び本社開発試験棟、海外ではエストニ

アの拠点に太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーの活用を推進しました。GHG排出量の
削減目標値の達成に向けて、引き続き再生可能エネルギーの活用及び事業活動における省エネル
ギー化に取り組んでいきます。
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（2）対処すべき課題
世界経済の先行きに不透明な状況が続く一方で、頻発する自然災害や地球温暖化などの環

境問題、人手不足といった社会課題の解決に貢献する、作業効率が高く、かつ人と地球環境
に優しい工具に対する需要は先進国・新興国を問わず益々高まっていくものと思われます。
こうした経営環境を前提に、当社グループは、市場のコードレス化をリードするため、バ

ッテリの充放電技術とモータ技術を中心とした研究開発力・製品開発力を高めます。電動工
具に次ぐ将来の事業の柱として、充電式の園芸用機器及び清掃関連機器を中心とした製品開
発・市場開拓に取り組みます。特定の国や地域、サプライヤーへ過度に依存することのな
い、多極的な生産・調達体制の強化に取り組みます。世界の各地域と顧客に密着するきめ細
かな営業、アフターサービス体制の構築を更に進め、マキタブランドの向上に努めます。
これらの施策を推し進めることにより、人の暮らしと住まい作りに役立つ工具のグローバ

ルサプライヤーとして持続可能な社会の実現に貢献し、業界での確固たる地位の確保に努め
てまいります。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し

あげます。

（3）設備投資等の状況
当期において実施しました設備投資の総額は17,851百万円であります。その内訳は、岡

崎工場の倉庫棟等当社で6,191百万円、ルーマニア及びフィンランドの販売子会社の建物等
子会社で11,660百万円であります。

（4）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株式会社三菱UFJ銀行 10,673百万円
株式会社三井住友銀行 336百万円



第109期

●売上収益（単位：百万円） ●営業利益（単位：百万円） ●基本的１株当たり当期利益
（単位：円）

●親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE）
（単位：％）

第111期 第111期 第111期 第111期第110期 第109期 第109期第109期

608,331

第110期

88,464

第110期

228.41

第110期

10.1739,260

第112期

91,728

第112期

238.54

第112期

9.2

第112期

764,702

28,246
43.11 1.5

741,391
66,169 162.13

5.3
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（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 第109期
2021年３月期

第110期
2022年３月期

第111期
2023年３月期

第112期 (当期 )
2024年３月期

売 上 収 益 （百万円） 608,331 739,260 764,702 741,391
営 業 利 益 （百万円） 88,464 91,728 28,246 66,169
税 引 前 利 益 （百万円） 87,199 92,483 23,887 64,017
親会社の所有者に
帰属する当期利益 （百万円） 62,018 64,770 11,705 43,691

基本的１株当たり
当 期 利 益 （円） 228.41 238.54 43.11 162.13

資 産 合 計 （百万円） 812,878 1,007,497 1,099,351 1,055,808
親会社の所有者に
帰 属 す る 持 分 （百万円） 657,855 746,344 769,247 868,156

親会社所有者帰属持分
当期利益率（ROE） （％） 10.1 9.2 1.5 5.3

（注）１．財産及び損益の状況の推移については、国際会計基準（IFRS）による用語に基づいて表示しており
ます。

２．基本的１株当たり当期利益は、普通株式の期中平均株式数に基づいて算出しております。
３．親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE）＝親会社の所有者に帰属する当期利益／{(期首親会社の所

有者に帰属する持分＋期末親会社の所有者に帰属する持分)／２}
４．金額表示については百万円未満を四捨五入しております。
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（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

マキタ U.S.A. Inc. 161,400千米ドル 100.0％ 電 動 工 具 の 販 売
マキタ (U.K.) Ltd. 158,923千英ポンド 100.0 同 上
マキタ・ヴェルクツォイク GmbH (ドイツ) 7,669千ユーロ ※ 100.0 同 上
マキタ・フランス SAS 12,436千ユーロ ※ 55.0 同 上
マキタ Oy（フィンランド） 100千ユーロ ※ 100.0 同 上
マキタ LLC（ロシア） 83,207千ロシアルーブル ※ 100.0 同 上
牧田（中国）有限公司 80,000千米ドル 100.0 電動工具の製造販売
牧田（昆山）有限公司 25,000千米ドル 100.0 電 動 工 具 の 製 造
マキタ・オーストラリア Pty. Ltd. 13,000千豪ドル 100.0 電 動 工 具 の 販 売
マキタ EU S.R.L.（ルーマニア） 975,942千ルーマニアレイ 100.0 電 動 工 具 の 製 造

（注）※印は子会社による出資を含む比率であります。

（7）主要な事業内容
当社グループは、ディスクグラインダ、インパクトドライバ、ハンマドリル、マルノコ等

の電動工具、草刈機、生垣バリカン等の園芸用機器、エア釘打等のエア工具、充電式クリー
ナ等の家庭用機器並びにその他各種機器の製造・販売を主な事業としております。
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（8）主要な営業所及び工場
❶ 当社
名 称 所 在 地

本 社 安城（愛知県）
営 業 拠 点 東京、名古屋、大阪
工 場 岡崎（愛知県）
物 流 拠 点 埼玉、岡山

❷ 子会社
名 称 所 在 地

（販売拠点）
マキタ U.S.A. Inc. 米国 ロサンゼルス
マキタ（U.K.) Ltd. 英国 ロンドン
マキタ・ヴェルクツォイク GmbH ドイツ ラティンゲン
マキタ・フランス SAS フランス ビュッシー サンジョルジュ
マキタ Oy フィンランド ヘルシンキ
マキタ LLC ロシア モスクワ
マキタ・オーストラリア Pty. Ltd. オーストラリア シドニー

（生産・販売拠点）
牧田（中国）有限公司 中国 江蘇省昆山

（生産拠点）
牧田（昆山）有限公司 中国 江蘇省昆山
マキタ EU S.R.L. ルーマニア ブラネスティ



24

（9）従業員の状況
❶ 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数
17,669名 1,135名（減）

❷ 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

3,427名 43名(増) 39.7歳 16.4年

❸ 当社の女性登用に関する状況
2023年3月期 2024年3月期

女性管理職比率 1.0%(3名) 1.4%(4名)
（注）当社グループ全体ではマネージャークラスの女性が200名以上在籍しております。

（当社の女性活躍に関する取り組み）

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、以下の取り組みを掲げております。

【今後を見据えた中長期的取り組み】

・ 管理職予備軍となる監督者階層の昇進試験への女性の応募を推奨

・ 中堅社員キャリアプランセミナーへの女性の受講を推奨

・ 新卒採用およびキャリア採用において積極的に女性を募集

育児短時間勤務制度における制度利用可能期間の延長など、働きやすさに関する制度の改善に前向きに取り組

んでおります。

また、当期においては女性社員を対象に、自身の強みを見つめなおし今後のキャリアに生かしてもらうことを

目的として、「女性キャリアプランセミナー」を開催しました。

今後もこれらの取り組みを強化し、女性活躍を推進していきます。



金融機関・証券会社

所有者別株式分布状況（株式数比率）

33.9％

個人・その他
10.7％

外国人
41.1％

その他
国内法人
10.4％

自己株式
3.9％
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２ 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 992,000,000株

（2）発行済株式の総数 280,017,520株
（自己株式 10,993,621株を含む）

（3）株主数 18,200名

（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 37,313千株 13.86％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 13,925 5.17
株 式 会 社 マ ル ワ 8,638 3.21
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 8,426 3.13
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ
クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック 6,424 2.38

マ キ タ 取 引 先 投 資 会 5,921 2.20
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,800 2.15
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 5,353 1.98
全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 5,102 1.89

ステート ストリート バンク ウェスト
ク ラ イ ア ン ト ト リ ー テ ィ ー 505234 4,088 1.51

（注）持株比率は当期末の発行済株式の総数（自己株式を除く）を基に算出しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数
取締役
(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8,637株 9名



20,942 21,170
30,693

20,213

49 49
45 45

29,090

45

第108期 第109期 第110期 第111期 第112期

銘柄数貸借対照表計上額
（百万円）
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（ご参考）純投資目的以外で当社が保有する株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
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３ 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況

❶ 取締役
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

※取 締 役 会 長 後 藤 昌 彦 ホシザキ株式会社 社外取締役

※取 締 役 社 長 後 藤 宗 利

取 締 役
執 行 役 員 冨 田 真 一 郎 購買本部長

取 締 役
執 行 役 員 金 子 哲 久 開発技術本部長

取 締 役
執 行 役 員 太 田 智 之 品質本部長

取 締 役
執 行 役 員 土 屋 隆 国内営業本部長

取 締 役
執 行 役 員 吉 田 雅 樹 生産本部長

取 締 役
執 行 役 員 表 孝 至 海外営業本部長

取 締 役
執 行 役 員 大 津 行 弘 管理本部長

取 締 役 杉 野 正 博 株式会社LIXIL 顧問
北恵株式会社 社外取締役

取 締 役 岩 瀬 隆 広 DMG森精機株式会社 社外監査役

取 締 役
(常勤監査等委員) 若 山 光 彦

取 締 役
(監 査 等 委 員) 井 上 尚 司 井上尚司法律事務所 弁護士

オークマ株式会社 社外取締役
取 締 役
(監 査 等 委 員) 西 川 浩 司 公認会計士西川浩司会計事務所 所長

清明監査法人 代表社員

取 締 役
(監 査 等 委 員) 氏 原 亜 由 美

氏原亜由美公認会計士事務所 所長
ヤマハ発動機株式会社 社外監査役
かがやき監査法人 社員
理研ビタミン株式会社 社外取締役（監査等委員）

指名・報酬委員会：杉野正博(※)、後藤昌彦、後藤宗利、岩瀬隆広、井上尚司
※委員長
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（注）1． ※印は代表取締役であります。
2． 当社は、グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入して

おります。執行役員は取締役兼務を含む17名で構成されております。
3． 取締役 杉野正博氏、岩瀬隆広氏、井上尚司氏、西川浩司氏及び氏原亜由美氏は、社外取締役であり

ます。
4． 監査・監督機能の実効性を強化するため、常勤の監査等委員を１名選定しております。
5． 取締役（監査等委員）西川浩司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
6. 取締役（監査等委員）氏原亜由美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。
7． 当社は、取締役 杉野正博氏、岩瀬隆広氏、井上尚司氏、西川浩司氏及び氏原亜由美氏を東京証券取

引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
8． 当社は、取締役及び執行役員並びに子会社の役員（海外子会社については、当社からの出向役員及

び、当社と海外子会社との兼務役員に限る。）を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定
する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しております。
保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされてい
ます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補され
ないなど、一定の免責事由があります。

❷ 責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役及び各社外取締役は、会社法第423条第１項に定める

責任について、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結
しております。
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（2）取締役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

基 本 報 酬 員 数
業 績 連 動 報 酬 非 金 銭 報 酬

賞 与 員 数 譲渡制限付
株式報酬 員 数

取 締 役
（監査等委員を除く） 295百万円 107百万円 11名 154百万円 ９名 34百万円 ９名

取 締 役
（監査等委員） 34 34 ５ - - - -

合 計 329 141 16 154 9 34 ９

（注）１．上記基本報酬の総額には社外役員（社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名、社外取締
役（監査等委員）４名）に支払った２千８百万円が含まれております。

２．上記のほか、使用人兼務取締役７名に対して、使用人給与相当額（賞与を含む。）１億2千6百万円を
支払っております。

３. 当社は2006年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しており
ます。同総会において、役員退職慰労金はそれぞれの退任時に支給し、その具体的金額、支払方法
等を取締役については取締役会に一任していただくことが決議されておりましたが、2021年１月
29日開催の取締役会において、取締役への役員退職慰労金の支給金額及び方法等の決定については、
実際の対象役員の退任時に指名・報酬委員会に委任することを決議しております。
2024年３月31日現在の役員退職慰労引当金計上額は、取締役１名に対して３億円であります。

４. 当社は2021年６月25日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬限度額は年額２億４千万円（賞与及び使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）と
し、そのうち社外取締役については３千５百万円とする旨の決議をいただいております。同総会後
の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は11名（うち社外取締役２名）であります。また、同
総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額６千万円とする旨の決議をいただいて
おります。同総会後の監査等委員である取締役は４名であります。

５．当社は業績連動報酬等として取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して賞
与を支給しております。
賞与は、株主の皆さまを意識した経営を行うことを目的として、剰余金の配当と同様、特殊要因を
加減算した調整後の基本的１株当たり当期利益を基準としており、指名・報酬委員会への諮問・答
申を経た上で、取締役会が一定の計算式に基づいて賞与の総額を決定し、株主総会に付議します。
各取締役への賞与の配分については、取締役会の決議により委任を受けた指名・報酬委員会が業績、
役職等に基づき、決定します。なお、当事業年度における特殊要因を加減算した調整後の基本的１
株当たり当期利益は162円13銭です。
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６．当社は非金銭報酬等として取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡
制限付株式報酬を支給しております。当社は2021年６月25日開催の定時株主総会において、譲渡
制限付株式の割当てによる報酬制度の導入を決議しており、上記４．の報酬額とは別枠として、対
象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円
以内とする旨、並びに対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数
（上限）を100,000株とする旨を決議しております。当該定時株主総会の決議の対象となる取締役の
員数は９名（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）です。
当該譲渡制限付株式報酬の内容は、「⑷譲渡制限付株式報酬に関する事項」（32頁）に記載の通りで
す。

７．上記譲渡制限付株式報酬は、当期における費用計上額を記載しております。
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（3）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び委任等に関する事項
❶ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
関する事項
当社は、指名・報酬委員会への諮問・答申を経た上で、取締役会において、取締役（監

査等委員である取締役を除く。以下、❶❷において同じ。）の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しております。取締役の報酬は、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式
報酬によって構成されており、中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブと
なるよう、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬の割合を適切に定めることとしてい
ます。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等（役員賞与を除く。）については、取締役会

で決議された決定方針に基づいており、当該方針に定める手続きを経て取締役の個人別の
報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判
断しております。

❷ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する委任に関する事項
月例報酬及び役員賞与については、取締役会の決議に基づき、個人別の報酬等の額の決

定を指名・報酬委員会に委任します。指名・報酬委員会は代表取締役会長後藤昌彦氏、代
表取締役社長後藤宗利氏、社外取締役杉野正博氏、社外取締役岩瀬隆広氏、社外取締役
（監査等委員）井上尚司氏の５名によって構成され、委員長は社外取締役杉野正博氏が務
めております。
月例報酬及び役員賞与について、取締役会が個人別の報酬等の額の決定を指名・報酬委

員会に委任した理由は、過半数及び委員長を経営陣から独立した社外取締役とする指名・
報酬委員会での審議・決定に委ねることにより、報酬等の決定に係る手続の透明性、客観
性及び公正性を確保するためです。
当事業年度に係る役員賞与についての個人別の報酬等の額は、取締役会から委任を受け

た指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めて多角的に審議し、決定する予定である
ことから、取締役会はその決定を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
に沿うものであると判断しております。

❸ 監査等委員である取締役の報酬に関する事項
監査等委員である取締役の報酬については、経営に対する独立性を確保するため全額を

固定報酬としており、その具体的金額については、監査等委員である取締役の協議で決定
しております。
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（4）譲渡制限付株式報酬に関する事項
❶ 譲渡制限付株式報酬の概要

譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまとより一層共有
し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」という。）に対して導入してお
ります。各対象取締役への譲渡制限付株式の割当てについては、指名・報酬委員会への諮
問・答申を経た上で、取締役会において役職等に基づき、決定します。なお、譲渡制限付
株式は毎年一定の時期に付与します。

❷ 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、50年間（以下、「譲渡制限期間」とい

う。）当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一
切の処分行為をすることができません（以下、「譲渡制限」という。）。

❸ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合に
は、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得
します。また、本割当株式のうち、上記❷の譲渡制限期間が満了した時点において下記❹
の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
当社はこれを当然に無償で取得します。

❹ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、

最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあった
ことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、譲渡制限期間が満了した時点まで継続して当社の取締役の

地位にあった場合には、当該満了時点において保有する本割当株式の全部につき、譲渡制
限を解除しないものとします。
また、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満

了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲
渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

❺ 譲渡制限付株式報酬の交付状況
「２ 会社の株式に関する事項(５)」（25頁）に記載の通りです。
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（5）社外役員に関する事項
❶ 重要な兼職先と当社との関係

当社と兼職先との間には、特別の関係はありません。

❷ 当期における主な活動状況

区 分 氏 名 取締役会への
出席状況

監査等委員会
への出席状況 主な活動状況

取締役 杉 野 正 博 100％
12回／12回中 ―

LIXILグループの経営に長年携わるなど企業経
営に関する豊富な経験と幅広い見識を有して
おり、取締役会等においては、当該視点から
発言することで、取締役会における多様な視
点からの意思決定、経営に対する監督機能の
充実等に貢献し、社外取締役として適切な役
割を果たしております。また、指名・報酬委
員会の委員長として、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の候補者及び報酬等の決
定における透明性、客観性及び公正性の確保
に貢献しております。

取締役 岩 瀬 隆 広 100％
12回／12回中 ―

トヨタグループの中核企業の経営に長年携わ
るなど企業経営に関する豊富な経験と幅広い
見識を有しており、取締役会等においては、
当該視点から発言することで、取締役会にお
ける多様な視点からの意思決定、経営に対す
る監督機能の充実等に貢献し、社外取締役と
して適切な役割を果たしております。また、
指名・報酬委員会の委員として、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の候補者及び
報酬等の決定における透明性、客観性及び公
正性の確保に貢献しております。
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区 分 氏 名 取締役会への
出席状況

監査等委員会
への出席状況 主な活動状況

取締役
（監査等委員） 井 上 尚 司 100％

12回／12回中
100％

14回／14回中

弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を
有しており、取締役会及び監査等委員会等に
おいては、当該視点から発言することで、取
締役会における多様な視点からの意思決定、
経営に対する監査・監督機能の充実等に貢献
し、監査等委員である社外取締役として適切
な役割を果たしております。また、指名・報
酬委員会の委員として、取締役（監査等委員
である取締役を除く。）の候補者及び報酬等の
決定における透明性、客観性及び公平性の確
保に貢献しております。

取締役
（監査等委員） 西 川 浩 司 92％

11回／12回中
100％

14回／14回中

公認会計士として企業会計監査における専門
的な知識や豊富な経験を有しており、取締役
会及び監査等委員会等においては、当該視点
から発言することで、取締役会における多様
な視点からの意思決定、経営に対する監査・
監督機能の充実等に貢献し、監査等委員であ
る社外取締役として適切な役割を果たしてお
ります。

取締役
（監査等委員） 氏 原 亜 由 美 90％

9回／10回中
100％

10回／10回中

公認会計士としての財務・会計に関する専門
的知見と、グローバルな企業の監査業務に携
わってきた豊富な経験を有しており、取締役
会及び監査等委員会等においては、当該視点
から発言することで、取締役会における多様
な視点からの意思決定、経営に対する監査・
監督機能の充実等に貢献し、監査等委員であ
る社外取締役として適切な役割を果たしてお
ります。

（注）社外取締役 氏原亜由美氏につきましては、2023年6月28日就任後の状況を記載しております。



35

４ 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

① 当期に係る会計監査人の報酬等の額 130百万円
② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 140

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の報酬等の額には、これらの
合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
過年度の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し、検討した結果、会計監査人
の報酬等について、2023年５月23日開催の監査等委員会にて、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

３．有限責任 あずさ監査法人は、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームでありま
す。当社の子会社であるマキタ LLCは、KPMGインターナショナルのメンバーファーム以外の監査
法人の監査を受けておりますが、その他の重要な子会社はKPMGインターナショナルのメンバー
ファームによる監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業

務）である、EUにおけるCorporate Sustainability Reporting Directive（企業サステナ
ビリティ報告指令）への対応支援業務を委託し、対価を支払っています。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査

等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。当該解任をした場
合、監査等委員会が選定する監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会に解任した旨
及び解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難である

と認められる場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議
案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づいて、会計監査人の不再任の議案を株主総
会に提出いたします。
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５ 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、年間配当金20円を下限とし、総還元性向(※)35％以上とすることを利益配分の

基本方針としております。ただし特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の基本
的１株当たり当期利益を基に配当額を決定いたします。また、自己株式の取得については、
機動的な資本政策の遂行と資本効率の向上を通じた株主利益の増加を図るため、株価水準や
フリー・キャッシュ・フロー等を考慮した上で検討してまいります。

※総還元性向＝
１株当たり年間配当金＋（期中自己株式取得総額÷期中平均株式数）

×100
基本的１株当たり当期利益（特殊要因控除後）

内部留保資金については、いかなる経営環境の変化にも耐えられる財務体質を維持しなが
ら、今後ますます重要性を増す環境対応への投資やグローバルな事業展開のために活用する
所存です。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取
締役会です。なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項につい
て、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定
款に定めておりますが、期末配当については原則として株主総会で決定する方針です。
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連結財政状態計算書（2024年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

流動資産

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

棚卸資産

その他の金融資産

その他の流動資産

非流動資産

有形固定資産

のれん及び無形資産

その他の金融資産

退職給付に係る資産

繰延税金資産

その他の非流動資産

693,635

196,645

116,267

345,491

18,561

16,671

362,173

277,248

10,206

37,835

14,968

19,670

2,246
資産合計 1,055,808

科 目 金 額
（負債の部）

流動負債 145,475
営業債務及びその他の債務 49,987
借入金 19,891
その他の金融負債 6,067
未払法人所得税 9,113
引当金 5,113
その他の流動負債 55,304

非流動負債 35,127
退職給付に係る負債 3,269
その他の金融負債 17,150
引当金 1,960
繰延税金負債 12,546
その他の非流動負債 202

負債合計 180,602
（資本の部）

資本金 23,805
資本剰余金 45,607
利益剰余金 669,359
自己株式 △21,501
その他の資本の構成要素 150,886

親会社の所有者に帰属する持分合計 868,156
非支配持分 7,050
資本合計 875,206
負債及び資本合計 1,055,808

(注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



38

連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売上収益 741,391
売上原価 △517,446
売上総利益 223,945
販売費及び一般管理費等 △157,776
営業利益 66,169
金融収益 4,643
金融費用 △6,795
税引前利益 64,017
法人所得税費用 △20,402
当期利益 43,615

当期利益の帰属
親会社の所有者 43,691
非支配持分 △76

(注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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貸借対照表（2024年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
製品・商品
仕掛品
原材料・貯蔵品
短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウェア
工業所有権
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
差入保証金
前払年金費用
その他

219,469
52,021

107
63,517
33,400
1,935

16,930
8,341

43,230
△12

382,796
91,294
51,117
3,490
9,406
155

6,335
18,870
1,921
2,426
1,198

93
1,135

289,076
31,637

140,507
100,793

4,381
11,736

22
資産合計 602,265

科 目 金 額
（負債の部）

流動負債 90,699
買掛金 70,588
未払金 4,057
未払費用 7,055
未払法人税等 3,900
役員賞与引当金 154
製品保証引当金 522
その他 4,423

固定負債 3,300
繰延税金負債 1,651
退職給付引当金 233
役員退職慰労引当金 300
長期預り金 177
その他 939

負債合計 93,999
（純資産の部）

株主資本 493,807
資本金 24,206
資本剰余金 47,750
資本準備金 47,525
その他資本剰余金 225
利益剰余金 443,352
利益準備金 5,669
その他利益剰余金 437,683
配当準備積立金 750
研究開発積立金 1,500
圧縮記帳積立金 2,308
別途積立金 85,000
繰越利益剰余金 348,125

自己株式 △21,501
評価・換算差額等 14,459
その他有価証券評価差額金 14,459

純資産合計 508,266
負債及び純資産合計 602,265

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 321,080
売上原価 254,495
売上総利益 66,585

販売費及び一般管理費 46,548
営業利益 20,037

営業外収益
受取利息及び配当金 82,679
その他の営業外収益 479 83,158

営業外費用
支払利息 15
為替差損 3,548
その他の営業外費用 6 3,569
経常利益 99,626

特別利益
固定資産売却益 13
投資有価証券売却益 111 124

特別損失
固定資産除売却損 789
子会社株式評価損 784 1,573

税引前当期純利益 98,177
法人税、住民税及び事業税 11,938
法人税等調整額 2,158
当期純利益 84,081
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月17日

株式会社 マ キ タ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 井 淳

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 門 亮 介

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マキタの2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められ

る開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社マキタ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示

項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計
の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月17日

株式会社 マ キ タ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 井 淳

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 門 亮 介

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マキタの2023年４月１日から2024年３月31日までの

第112期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第112期事業年度における取締役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日

株式会社マキタ 監査等委員会

常勤監査等委員 若 山 光 彦 ㊞

監 査 等 委 員 井 上 尚 司 ㊞

監 査 等 委 員 西 川 浩 司 ㊞
監 査 等 委 員 氏 原 亜 由 美 ㊞

（注）監査等委員 井上尚司、西川浩司及び氏原亜由美は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以 上



ご参考
特集 ～人的資本に関する指標達成に向けて～

グローバル人財の育成

女性活躍の推進

当社はグローバルに事業を展開しており、多くの従業員に海外出向・海外研修経験があります。今後も持続的に成長
していくためには、多様な価値観を持つ新規獲得人財（新卒社員およびキャリア社員）に早期に海外経験を積んでもら
い、グローバルに活躍できるよう育成していくことが必須と考えています。当社は2030年３月期までに、当社単体で
海外出向している従業員（研修含む）のうち入社５年以内の従業員比率を20%とすることを指標として設定しました。
指標達成に向けた取り組みの一環として、当下期に海外経験のある従業員による少人数の座談会を実施しました。座談
会では、自身の経験談や海外経験から得たもの、今後のキャリアについての考えなどを共有する場となりました。また、
従業員のキャリア意識の形成とモチベーションの向上を狙ってその様子を社内報を通じて周知しました。

当社では女性従業員一人ひとりに力を発揮してもらえるよう、2030年３月期までに当社単体で女性管理職の割合を
３%（10名）以上とすることを指標として設定しています。

女性活躍推進の一環として、2024年１月と３月に女性従業員を対象としたキャリアプランセミナーを実施しました。
セミナーでは、自身の強みと周囲とのかかわり方を認知し、自分らしいキャリアプランの方向性を確立するための行動
目標を立てました。社外取締役の氏原監査等委員も登壇し、物ごとの捉え方や仕事の楽しみ方、ネットワーキング（人
脈形成）のすすめについて話されました。

セミナーに参加した社員からは、「普段接点のない年代・キャリア・他部署の社員と交流することができ、良い刺激
を得た」「自分の今後のキャリアについて考える参考になった」などの感想が寄せられました。
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■ 充電式運搬車 CU601D／602D
バッテリの力で荷台が電動昇降する最大積載量300kg※3の充電式運搬車です。農作物、肥料、丸太、建築資材
など手動では難しい重い荷物の荷積みや荷下ろしを可能にします。ハイパワーブラシレスモータを採用してい
るため、傾斜のある登り坂でも力強く運搬することができます。

ご参考
新製品ダイジェスト

フラットフレーム仕様の電動リフトタイプ（CU601D） ダンプバケット仕様の電動ダンプタイプ（CU602D）
荷台が最大1,020mmまで上昇
する電動リフトタイプで、高い
位置への荷積みや荷下ろしが
楽に行えます。

荷台が電動で最大75°まで傾斜し、
その後手動で110°まで傾斜可能な
電動ダンプタイプで、手動では重
くて持ち上がらない土や瓦礫など
の重量物を楽に地面に降ろすこと
ができます。

※1 本製品（バッテリ、充電器除く）は、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。（当社基準）
※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3 平地（３°未満）を走行可能な最大積載量。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※2※1、2

■ ロボットモア RM350DR 芝刈りと充電を自動で行う充電式ロボット芝刈機です。バッテリが内蔵されており、
充電が少なくなると自動で充電ステーションへ帰還し、充電を行います。公共施設
や事業所の緑地、校庭や園庭、一般住宅などの芝刈作業に適しています。

境界ワイヤ（電線）※6内を自動で芝刈り 設定した芝高さへ自動で刈り込み
敷設した境界ワイヤ（電線）内をランダムに走
行し自動で芝を刈ります。バッテリ残量を自動
で認識し、残量が低下すると自動で充電ステー
ションに帰還します。充電時間はクラス最短※2

の約40分です。

刈り込み開始時の刈高さと目標刈高さを設定す
ることで、数日かけて目標の高さに自動で刈り
込みます。
また、本機パネルで芝刈開始位置や、芝刈りを
する曜日・時間といったスケジュールなどの各
種設定が可能なため、ユーザーの都合に合わせ
た芝刈りを設定することができます。

※1 24時間稼働時の管理可能な最大の面積（目安）。2024年２月現在当社調べ。作業条件によって異なります。
※2 国内向けロボット芝刈機、最大作業面積3,000㎡クラスにおいて。2024年２月現在当社調べ。 ※3 連続作業時
間は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります（実負荷時）。 ※4 本機に水滴や粉じんが付着した
状態で使用することが可能です（当社、社内基準）。 ※5 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではあり
ません。 ※6 設置の際はロボットモア取扱販売店にご相談ください。

※4※4、5

※1 ※2 ※3
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刃先の見やすさと重心バランスを向上

ゴミを素早く回収＆高いメンテナンス性

作業で選べる２つの切断モード
ノコ刃をハンドルの左
側に配置することによ
り、墨線と刃先の視
認性を向上させまし
た。
また、バッテリとハン
ドルをノコ刃に近づけ
重心バランスを最適
化したセンターバラン
ス設計により、操作
性に優れています。

ハイパワーブラシレスモータにより底面に配置された2本のメインブラシが回転して、500mlサイ
ズの空のペットボトルなどの大きなゴミから粉じんなどの細かなゴミまで、大小さまざまなゴミを
回収します。前方右側のサイドブラシが壁際のゴミまで掻き出してくれるため、隅々まで清掃可能
です。また、メインブラシとサイドブラシは工具レスで取外し可能なため、ゴミが絡まった時やブ
ラシの交換時などに便利です。

石こうボードやサイディングを高速切断す
る「スピードモード」とキレイな切断面を実
現し、騒音を低減する「静音※2エコモード」
を搭載。作業に応じて最適なモードで切断
できます。

■ 充電式スイーパ VS001G

■ 125mm充電式防じんマルノコ KS003G／004G

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※2 騒音値［無負荷／静音エコモード時］75dB。

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではあり
ません。

スイーパは当社初の製品カテゴリです。建築・建設現場やビル、倉庫、駐車場など
の屋内外の広範囲な場所において、大小さまざまなゴミを効率よく回収します。

ノコ刃をハンドルの左側に配置して刃先が見やすくなった逆勝手仕様の防じんマル
ノコ。KS003Gは集じん機接続専用のダストカバー仕様で、KS004Gは自己集じん
対応のダストボックス仕様です。

※1

※1

「スピード」モード
7,500min-1

「静音エコ」モード
5,000min-1

ダストコンテナ メインブラシ サイドブラシ
サイドブラシ使用時

清掃幅650mm

ハイパワー
ブラシレス
モータ
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マキタ トップページ
https://www.makita.co.jp/

投資家向け情報サイト
https://www.makita.co.jp/ir/

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 6月

単 元 株 式 数 100株

株主確定基準日 1）定時株主総会、期末配当金 3月31日
2）中間配当金 9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先） 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
（平日午前9時～午後5時）

公 告 方 法 電子公告

電子公告掲載アドレス https://www.makita.co.jp/ir/
（電子公告を行うことができない場合は日本
経済新聞にて掲載）

上 場 証 券 市 場 東京、名古屋 証券コード 6586

【お知らせ】
1.住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券
会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、
特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお
申出ください。

2.未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出くだ
さい。

■ホームページのご案内
ホームページを通じて、企業活動や製品に関する
詳しい情報をご覧いただけます。

【製品情報】
新製品のご紹介、電動工具、ホーム用電動工具、
園芸用機器等の各種カタログのほか、取扱説明書
等がご覧いただけます。

【企業情報】
当社の概要や沿革のほか、会社案内等がご覧いた
だけます。

【投資家情報】
業績の推移、決算情報、プレスリリースのほか、
決算発表予定日等の情報をタイムリーに提供して
います。

株主メモ
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

名鉄名古屋本線 新安城駅下車 南口より徒歩約５分
● 送迎バスの運行はありません。あらかじめご了承くださいますよう、お願い申しあげます。

● 受付開始は、午前９時を予定しております。

株式会社マキタ 本店 ５階ホール
愛知県安城市住吉町３丁目11番８号 電話（0566）98－1711（代表）

会場

交通機関

受付時間

当日ご出席の株主さまへ

会場

今本町西

今本町１丁目

イトーヨーカドー

Ｎ

住吉町５丁目

住吉町

八千代
病院

DCM

ローソン

至名古屋

至
豊
橋

名鉄名古屋本線

新安城駅

国道１号線

	 	株主総会ご出席株主さまへのお土産の配布はございません。
	 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

● 当日は節電への協力の一環として、会場の空調を弱めに設定させていただきます。ご出席される株主の皆さま
には軽装にてご出席いただきますようお願い申しあげます。



第112回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

会社の体制及び方針
連結持分変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表
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会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

❶ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ⅰ）取締役会は、当社グループの役員及び従業員全員の行動指針となる「倫理指針」及び

「マキタ倫理指針のガイドライン」を定め、各取締役は執行役員及び従業員に周知徹
底させる。

（ⅱ）企業倫理やコンプライアンスを徹底するため、「企業倫理ヘルプライン（内部通報）
規程」を定め、当社グループ内外に連絡窓口を設置し、問題を汲み上げる体制を構築
する。また、ホームページ上に会計、内部統制及び監査に関して外部からの意見・指
摘を受ける窓口を設置する。

（ⅲ）内部監査室は、随時必要な内部監査を実施する。

❷ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程、稟議規程等社内規程に基づき、適切に

保存し管理する。取締役は、それらの情報を閲覧できるものとする。

❸ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ⅰ）各取締役は、自己の担当領域について、当社グループ全体のリスク管理体制を構築す

る権限と責任を有し、経営上重大な事態が生じた場合は取締役会及び監査等委員会へ
報告する。

（ⅱ）各部門において、品質管理、災害防止、資金運用など、必要に応じリスク管理のため
の規程、ガイドライン等を定め運用する。

❹ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）取締役会を月１回開催するほか必要に応じて臨時に開催する。また、取締役会が決定

する経営方針に基づき、事業年度ごとに各部門における重点目標を策定し、各取締役
がその達成に向け職務を執行するとともに、取締役会は進捗及び実績を管理する。

（ⅱ）取締役会は、経営方針を実施するための基本となる経営組織、役職、職務分掌及び職
務権限に関する基準を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。

（ⅲ）当社グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を
導入し、機動的かつ効率的な業務運営を図る。

（ⅳ）全ての子会社について、当社の内に対応窓口部署を定め、子会社の業務が効率的に行
われるよう、協議、情報交換等を行うことを通じて、当社グループ全体における経営
の効率性の向上を図る。
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❺ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ⅰ）全ての子会社は担当取締役の管轄下にあり、報告規程に基づき経営上重要な事項、不

正等に関する事項を適切に報告する。担当取締役はこの報告を受けて必要に応じて監
視状況を取締役会に報告する。

（ⅱ）財務報告の信頼性を確保するため、当社グループの財務報告に係る内部統制の文書化
及び評価の方針を定め、その有効性を評価する。

（ⅲ）監査等委員会による当社グループの内部統制システムの監視・検証のため、内部監査
室等との連携及び会計監査人からの報告の体制を整備する。

❻ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき従業員として、必要な人員を配置する。

❼ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委
員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

（ⅰ）監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、他部署の職務を兼務せず、専ら監査等委
員会の指揮命令に従わなければならない。

（ⅱ）監査等委員会の職務を補助すべき従業員の独立性を確保するため、その任命、異動等
に関する事項の決定については監査等委員会の同意を必要とする。

❽ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするた
めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不
利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

（ⅰ）当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼす
恐れのある事項、経営上重要な事項、不正等に関する事項、内部統制システムの構築
状況及び運用状況、内部通報制度の運用及び通報の内容等につき、当社の監査等委員
会に報告する。

（ⅱ）当社の監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて当社グループの取締役、
執行役員及び従業員に対して報告を求めることができ、当社の監査等委員会が当社グ
ループの取締役及び会計監査人と意見交換等を行うことができる体制を整備する。

（ⅲ）当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員
に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その
旨を当社グループの取締役、執行役員及び従業員に周知徹底する。
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❾ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ⅰ）監査等委員会による会計監査人の監督機能を強化するため、「監査及び非監査業務の

事前承認に係る方針及び手続き」を定める。監査等委員会監査等基準に則って監査を
行うことにより、監査の実効性を確保する。

（ⅱ）監査等委員会の独立性を確保するため、監査等委員である取締役の報酬は全額固定報
酬とする。

（ⅲ）監査等委員の職務の執行に係る費用（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）については毎年予算を確保し、その費用は当社が負担する。

❿ 反社会的勢力の排除に向けた体制
（ⅰ）当社グループは、企業の社会的責任の観点から、市民社会の秩序や安全に脅威を与え

る反社会的勢力による事業活動への関与には、常に毅然とした態度で臨み、一切の関
係を持たない。

（ⅱ）経営姿勢／品質方針に「反社会的勢力の介入を許さない」方針を明記し、社内及びホ
ームページに掲示し、社内外に周知する。

（ⅲ）業務遂行上遵守すべき行動基準を定めた「マキタ倫理指針のガイドライン」におい
て、反社会的勢力との取引の禁止を明記し、各取締役は執行役員及び従業員に周知徹
底させる。

（ⅳ）警察及び公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センターなど外部関連団体と常に連携
をとりながら、反社会的勢力による事業活動への関与防止、当該勢力による被害の防
止等に努める。

（ⅴ）平素より警察及び外部関連団体から情報を収集するとともに、積極的に研修会へ参加
し当該情報の当社及び当社グループ関係部門での情報共有に努める。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況
❶ コンプライアンスに関する取り組みの状況
（ⅰ）「倫理指針」、「マキタ倫理指針のガイドライン」及び「企業倫理ヘルプライン（内部

通報）規程」を当社グループの役員及び従業員全員に対して継続的に周知・教育を行
っております。

（ⅱ）従業員全員に対してアンケートを実施するなど、コンプライアンスの重要性への意識
付けと倫理指針の理解浸透を図っております。
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❷ リスク管理に関する取り組みの状況
代表取締役、担当取締役、常勤の監査等委員である取締役、内部監査室及び当社の各部

門長が出席し、当社グループの事業活動におけるリスクの抽出・精査を行う開示委員会を
定期的に開催しております。

❸ 内部監査に関する取り組みの状況
（ⅰ）内部監査室は、当社及びグループ会社の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会

及び経営陣に報告しております。
（ⅱ）内部統制監査等において発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正

が行われる仕組みを構築しております。

❹ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する取り組みの
状況

（ⅰ）取締役会にて、各部門の年度目標を承認するとともにその達成状況の進捗を管理して
おります。

（ⅱ）業務執行を担当する執行役員（期末時点で17名、うち海外在勤４名）を主要各部門
に配置し、業務の組織的かつ効率的な運営を図っております。

❺ 監査等委員会の職務に関する取り組みの状況
（ⅰ）監査等委員会は、会計監査人と四半期ごとに会合を開催し、情報交換を行っておりま

す。
（ⅱ）監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と個別に面談を行い、

情報交換を行っております。
（ⅲ）監査等委員の職務の執行に必要な費用（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について、監査等委員の請求に従い速やかに処理しております。
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連結持分変動計算書 （2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本
剰余金

利益
剰余金 自己株式

その他の
資本の
構成要素

合計

当期首残高 23,805 45,606 629,314 △11,528 82,050 769,247
当期利益 43,691 43,691
その他の包括利益 70,867 70,867

当期包括利益合計 ー ー 43,691 ー 70,867 114,558
配当金 △5,677 △5,677
自己株式の取得 △10,002 △10,002
自己株式の処分 0 0 0
株式報酬取引 1 29 30
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 2,031 △2,031 ー

所有者との取引額合計 ー 1 △3,646 △9,973 △2,031 △15,649
当期末残高 23,805 45,607 669,359 △21,501 150,886 868,156

非支配
持分

資本
合計

当期首残高 6,452 775,699
当期利益 △76 43,615
その他の包括利益 674 71,541

当期包括利益合計 598 115,156
配当金 ー △5,677
自己株式の取得 △10,002
自己株式の処分 0
株式報酬取引 30
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 ー

所有者との取引額合計 ー △15,649
当期末残高 7,050 875,206
(注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結計算書類の作成基準

当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成し
ております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な会社名
53社 マキタ U.S.A. Inc.、マキタ（U.K.）Ltd.、マキタ・ヴェルクツォイク GmbH（ドイツ）、

マキタ･フランス SAS、マキタ Oy（フィンランド）、マキタ LLC(ロシア)、牧田（中国）有限公司、
牧田（昆山）有限公司、マキタ・オーストラリア Pty.Ltd.、マキタ EU S.R.L.（ルーマニア）

３．会計方針に関する事項
（1）金融商品の評価基準及び評価方法

① 非デリバティブ金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、当初認識時において、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。当社グループでは、営業債権及び
その他の債権については発生日に当初認識しており、その他の金融資産については金融商品の契約の当事者となった
取引日に当初認識しております。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、公正価値に当該金融資産に直接帰属する

取引費用を加算した額で当初測定しております。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格で当初
測定しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
次の条件がともに満たされる金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい
て、金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定
の日に生じる。

（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産に分類されずに公正価値で測定することとされた金融資産のうち、売買目的ではな
い資本性金融商品への投資については、当初認識時に、その公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示
するという取消不能な選択を行うことが認められており、当社グループでは金融商品ごとに当該指定を行ってお
ります。

（c）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産につい
ては、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
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（ⅱ）事後測定
（a）償却原価で測定する金融資産

償却原価で測定する金融資産は、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。実効金利法によ
る利息収益は純損益で認識しております。

（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的
な変動をその他の包括利益として認識しております。その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した
場合、もしくは公正価値が著しく下落した場合にその累計額を利益剰余金に振り替えております。なお、その他
の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品からの配当収益については純損益として認識しておりま
す。

（c）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評
価損益、配当収益及び利息収益は純損益として認識しております。

（ⅲ）認識の中止
金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産のキャッシ
ュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てが移転
している場合に、認識を中止しております。

② 金融資産の減損
当社グループは、償却原価で測定する金融資産に係る予想信用損失に対して、貸倒引当金を認識しております。予想信用

損失は、契約に基づいて受け取るべき契約上のキャッシュ・フローと受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額
の割引現在価値に基づいて測定しております。
金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合、全期間の予想信用損失を貸倒引当金として認識し

ております。当初認識以降に著しく増大していない場合には、12ヵ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しておりま
す。なお、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、期日経過の情報や内部信用格付に基づく相手先の信用リス
ク特性に応じて区分し、その区分に応じて算定した過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を
乗じて、常に貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているか否かは、当初認識時における債務不履行発生リスクと

各期末日における債務不履行発生リスクを比較して判断しており、期日経過情報のほか、合理的かつ裏付け可能な情報を考
慮しております。金融資産の全部又は一部について回収ができず、又は回収が極めて困難であると判断された場合は債務不
履行が生じているとみなし、債務不履行に該当した場合は信用減損金融資産として取り扱っております。
金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額を直接

減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額及び戻入額は、純損益で認識しております。

③ 非デリバティブ金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、当初認識時において、償却原価で測定する金融負債及び純損益を通じて公正価値で測定する金
融負債に分類しております。金融負債は、当社グループが当該金融負債の契約当事者になる取引日に当初認識して
おります。
全ての金融負債は、当初認識時に公正価値で測定しておりますが、償却原価で測定する金融負債については、公

正価値から直接帰属する取引コストを控除した額で測定しております。
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（ⅱ）事後測定
（a）償却原価で測定する金融負債

償却原価で測定する金融負債は、当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。
（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価
損益は純損益として認識しております。

（ⅲ）認識の中止
金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し又は失効となった時に認

識を中止しております。
④ デリバティブ
当社グループでは、為替変動リスクをヘッジするために、為替予約のデリバティブ取引を行っております。デリバティブ

は公正価値で当初認識し、当初認識後も公正価値で再測定しております。デリバティブの公正価値の変動は純損益として認
識しております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価には、購入原価、加工費及び

棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他のコストの全てを含んでおり、取得原価の算定にあたっては、加
重平均法を用いております。加工費には正常生産能力に基づく製造間接費の配賦額を含めております。正味実現可能価額は、
通常の営業過程における見積売価から、販売に要する見積コストを控除した額であります。

（3）重要な減価償却資産の減価償却方法
① 有形固定資産

土地及び建設仮勘定以外の有形固定資産は、取得原価から残存価額を控除した償却可能価額について、使用可能となっ
た時点から見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却を行っております。主要な有形固定資産の見積耐用年数は次のと
おりであります。
建物及び構築物 ： ３年から60年
機械装置及び備品 ： ２年から15年
なお、減価償却方法、残存価額及び見積耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。

② 無形資産
耐用年数を確定できる無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で償却しております。主要な無形資産の見
積耐用年数は次のとおりであります。
・開発費 ： ５年
・ソフトウェア： ２〜10年
・工業所有権 ： 10〜17年
無形資産の償却方法、残存価額及び見積耐用年数は毎年見直し、必要に応じて改定しております。

③ 使用権資産
使用権資産は、当初認識後、原資産の所有権がリース期間の終了時までに移転される場合、又は使用権資産の取得原価
が購入オプションを行使することが合理的に確実である場合には、見積耐用年数で、それ以外の場合には、見積耐用年
数又はリース期間のいずれか短い期間にわたって定額法で減価償却を行っております。
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（4）非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産は、報告期間の期末日ごとに減損の兆候の有無を判断しており

ます。
減損の兆候が存在する場合には減損テストを実施し、当該資産の回収可能価額を見積っております。なお、のれん及び耐用

年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については償却を行わず、毎年及び減損の兆候が存在する場合はそ
の都度、減損テストを実施しております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社

資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額としております。使用価値の算定におい

て、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在
価値に割り引いております。
個別の資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には純損益にて減損損失を認識し、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額しております。資金生成単位又は資金生成単位グループに関連して認識した減損損失は、まずその
単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額
しております。
のれんに係る減損損失は、戻入れを行っておりません。のれん以外の非金融資産に係る減損損失は、減損損失がもはや存在

しないか又は減少している可能性を示す兆候が存在する場合に当該資産の回収可能価額を見積っており、回収可能価額が減損
処理後の帳簿価額を上回った場合には減損損失の戻入れを行っております。なお、減損損失の戻入れは過去の期間において当
該資産に認識した減損損失がなかった場合の帳簿価額を超えない範囲内で純損益にて認識しております。

（5）引当金の計上基準
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の法的債務又は推定的債務を有し、その債務を決済するために経

済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りができる場合に認識して
おります。
貨幣の時間的価値の影響が重要な場合には、当該引当金は負債の決済に必要と予想される支出額の現在価値で測定しており

ます。現在価値は、貨幣の時間的価値とその負債に特有なリスクを反映した税引前割引率を用いて計算しております。時の経
過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
製品保証引当金は、製品のアフターサービスに対する費用支出に備えるため、過去の実績額に基づき、現行の製品不良率、

過去に実績のない特定製品の不具合、不良製品の修理において被る材料費や発送費用の発生等による影響を考慮して計上して
おります。製品保証引当金は、収益認識がなされた時点で引当金及び売上原価として計上されております。
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（6）退職後給付
当社グループは、従業員の退職後給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を採用しております。

(i) 確定給付制度
確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて算定し

ております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の

優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る資産又は負債は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して算定してお

ります。当期勤務費用及び確定給付負債の純額に係る利息純額は、純損益として認識しております。過去勤務費用は
発生した期の費用として認識しております。
確定給付制度に係る資産又は負債の純額の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益に一括認識し、直ち

に利益剰余金に振り替えております。
(ii) 確定拠出制度

確定拠出制度については、確定拠出制度に支払うべき拠出額を、従業員が関連するサービスを提供した期間に費用
として認識しております。

（7）外貨換算
① 外貨建取引
外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算しております。期末日における外貨建貨幣性資

産及び負債は、期末日の為替レートにより機能通貨に換算しております。
外貨建非貨幣性資産及び負債は、取得原価により測定されているものは、取引日の為替レートを使用して換算し、公正価

値で測定されるものは、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に換算しております。当該換算又は決済によ
り生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、公正価値で測定しその変動をその他の包括利益として認識
する資本性金融商品の換算により発生した差額はその他の包括利益として認識しております。
② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債は、期末日の為替レートで、収益及び費用は、為替レートが著しく変動している場合ある

いは超インフレ経済国の通貨である場合を除き、期中平均為替レートで日本円に換算しております。この結果生じる換算差
額はその他の包括利益として認識しております。また、在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に
純損益として認識しております。超インフレ経済下にある子会社の財務諸表は、超インフレ会計の適用により期末日の為替
レートで当社グループの表示通貨に換算しております。

（8）収益認識
当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは電動工具、園芸用機器等の製造・販売を主な事業としております。これらの製品販売については、製品の引
渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡
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時点で収益を認識しております。又、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を
控除した金額で測定しております。

4．会計方針の変更
当社グループは、経済協力開発機構が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生
じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しています。
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会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に
重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりです。
・確定給付制度債務の測定
当連結会計年度の連結計算書類に計上した確定給付制度債務の金額は36,041百万円です。当社グループは、従業員の退職後給付制
度として確定給付制度と確定拠出制度を採用しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用等は、数理計算
上の仮定に基づいて算定しております。数理計算上の仮定には、割引率等様々な変数についての見積り及び判断が求められます。数
理計算上の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果や関連法令の改
正・公布によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に
重要な影響を与える可能性があります。
・繰延税金資産の回収可能性
当連結会計年度の連結計算書類に計上した繰延税金資産の金額は19,670百万円です。繰延税金資産は、未使用の税務上の繰越欠損
金、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。課税所得
が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積り
と異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正に
より実効税率が変更された場合には、繰延税金資産の残高が増減する可能性があります。
・棚卸資産の評価
当連結会計年度の連結計算書類に計上した棚卸資産の金額は345,491百万円であり、正味実現可能価額の下落による簿価切下額
52,870百万円を差し引いて計上しております。
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定しております。正味実現可能価額で測定する場合には、取得原
価との差額を原則として売上原価に認識しております。
正味実現可能価額は通常の営業過程における見積売価から販売に要する見積コストを控除した額であります。ただし、営業循環過程
から外れて滞留する棚卸資産については、販売方針、将来の需要や市場動向を反映して正味実現可能価額を算定しております。
市場環境が予測より悪化して正味実現可能価額が著しく下落した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に
重要な影響を与える可能性があります。
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連結財政状態計算書に関する注記
１．資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 1,981百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 219,691百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

連結持分変動計算書に関する注記
１. 発行済株式に関する事項
株 式 の 種 類 当 期 首 増 加 減 少 当 期 末

普 通 株 式 280,017,520株 ー株 ー株 280,017,520株

２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効力発生日

2023年６月28日
定時株主総会 普通株式 2,987 11 2023年３月31日 2023年６月29日

2023年10月31日
取締役会 普通株式 2,690 10 2023年９月30日 2023年12月1日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 12,644 47 2024年３月31日 2024年６月27日

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（為替リスク・株価リスク・金利リスク・信用リスク・流動性
リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。

（1）市場リスク
（ⅰ）為替リスク管理

当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、外貨建による売買取引において、為替相場の変動によるリ
スクに晒されております。外貨建取引については、外貨預金口座を通じての決済、為替予約のデリバティブ取引によ
り為替変動リスクをヘッジすることで、この為替変動リスクによる影響を軽減しております。なお、このデリバティ
ブ取引について、ヘッジ会計は適用しておりませんが、 この取引が為替変動による影響を有効に相殺しているもの
と判断しております。



65

（ii）株価リスク管理
当社グループは、上場株式を保有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに対しては、市
場価格や発行体の財務状況等を定期的に把握し、保有状況を適宜見直しております。

（２）金利リスク
当社グループの有利子負債は借入金及びリース負債であり、一部の借入金は変動金利で調達しておりますが、全て短期の
ため、市場金利の変動が当社グループの損益に与える影響は軽微と考えられます。従って、当社グループにとって金利リ
スクは重要ではないと判断しております。

（３）信用リスク
当社グループは、保有する金融資産の相手が債務を履行できなくなることにより、財務上の損失を被る信用リスクに晒さ
れております。営業債権である売掛金及び受取手形については、顧客の信用リスクに晒されております。
当社グループは、与信管理規程に従い、取引先に対して与信限度枠を設定し、営業管理部署が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握に
努め、信用リスクの軽減を図っております。なお、当社グループは、単独の取引先又はその取引先が所属するグループに
ついて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
当社グループの資金運用は、預入先や債券の発行体の信用リスクに晒されております。
当社グループは資金運用ガイドラインに従い、現金及び現金同等物、その他の金融資産について、格付けの高い金融機関
の商品のみを保有しており、信用リスクは低いと考えております。

（４）流動性リスク
流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行するにあた
り、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
営業債務及びその他の債務、借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適
時資金計画を作成・更新するとともに、金融機関からの借入枠を維持すること等により、当該リスクを管理しておりま
す。

２. 金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融資産
負債性証券 210 209
(注）１.連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品

は上表には含めておりません。
２.償却原価で測定する金融資産の負債性証券は、連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれております。



66

(公正価値のヒエラルキー)
金融商品の公正価値のヒエラルキーは、次のとおり分類しております。
レベル１：活発な市場における相場価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外で、直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定された公正価値
レベル３：観察可能でないインプットを含む評価技法を用いて測定された公正価値

(公正価値の測定方法)
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)

短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。
(借入金)

全て一年以内に返済されるものであり、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。
(その他の金融資産、その他の金融負債)
その他の金融資産のうち、３ヵ月超の定期預金については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似
値となっております。上場株式はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として、取引所の市場価格によっ
ております。
デリバティブは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債として、為替レート等の市場で観察可能な基礎条
件に基づいて算定しております。

３. 金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
（１）償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価額及び公正価値は次のとおりであります。
（単位：百万円）

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

負債性証券 210 209 ー ー 209
(注) １．帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は上表には含めておりません。

２．償却原価で測定する金融資産の負債性証券は、連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれております。
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（２）経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の内訳は、次のとおりで
あります。
なお、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識しております。

（単位：百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産

株式 31,100 ー 1,444 32,544

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

デリバティブ資産 ー 1,030 ー 1,030

合計 31,100 1,030 1,444 33,574

金融負債

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

デリバティブ負債 ー 2,792 ー 2,792

合計 ー 2,792 ー 2,792
(注) １．当連結会計年度において、レベル１とレベル２の間の振替はありません。

２．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、連結財政状
態計算書の「その他の金融資産」に含まれております。また、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、連結財政
状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。

レベル１に分類されている金融資産は主に市場性のある上場株式であります。上場株式は十分な取引量と頻繁な取引がある活
発な市場における市場価格によっております。
レベル２に分類されている金融資産及び金融負債はデリバティブであります。デリバティブは為替予約であり、為替レート等
の市場で観察可能な基礎条件に基づいて算定しております。
レベル３に分類されている金融資産は、主に非上場株式であります。当社グループの会計方針等に従って、入手可能な直前の
数値を用いて算定しております。なお、レベル３に分類されている金融資産は、当連結会計年度において重要な変動はありま
せん。
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収益認識に関する注記
（１）収益の分解

当社グループは、主に電動工具・園芸用機器等を製造・販売する単一事業分野において事業活動を行っており、売上収益の内訳は
次のとおりであります。なお、当社グループの売上収益は全て顧客との契約から生じたものであります。

①製品及びサービス別売上収益
売上収益の製品及びサービス別内訳は次のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

電動工具等 403,968

園芸用機器・家庭用機器・その他製品 181,008

部品、修理及びアクセサリー 156,415

合計 741,391

②地域別売上収益
売上収益の地域別内訳は次のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

日本 123,222

欧州 356,491
北米
（うち：米国）

93,677
(81,759)

アジア 46,133

その他 121,868

合計 741,391
(注) 売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（２）収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの主要な事業における顧客との契約に基づく履行義務の内容及び履行義務に係る収益認識時点については、連結計算

書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 3. 会計方針に関する事項（8）収益認識 に記載しております。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり親会社所有者帰属持分 3,227円06銭

基本的１株当たり当期利益 162円13銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 24,206 47,525 197 47,722
当期変動額
圧縮記帳積立金の積立
圧縮記帳積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分 28 28
株主資本以外の項目
の当期変動額 (純額)

当期変動額合計 28 28
当期末残高 24,206 47,525 225 47,750

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計配当準備

積立金
研究開発
積立金

圧縮記帳
積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 5,669 750 1,500 2,340 85,000 269,689 364,948 △11,528 425,348
当期変動額
圧縮記帳積立金の積立 6 △6
圧縮記帳積立金の取崩 △38 38
剰余金の配当 △5,677 △5,677 △5,677
当期純利益 84,081 84,081 84,081
自己株式の取得 △10,002 △10,002
自己株式の処分 29 57
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 △32 78,436 78,404 △9,973 68,459
当期末残高 5,669 750 1,500 2,308 85,000 348,125 443,352 △21,501 493,807

評価・換算差額等 純資産合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 8,654 8,654 434,002
当期変動額
圧縮記帳積立金の積立
圧縮記帳積立金の取崩
剰余金の配当 △5,677
当期純利益 84,081
自己株式の取得 △10,002
自己株式の処分 57
株主資本以外の項目
の当期変動額 (純額) 5,805 5,805 5,805

当期変動額合計 5,805 5,805 74,264
当期末残高 14,459 14,459 508,266
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 ………償却原価法（定額法）
子会社株式 …………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

…………移動平均法による原価法
２．デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準

…………時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
製品・商品・仕掛品・原材料

…………総平均法
貯蔵品 …………最終仕入原価法

４．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 …………定額法
（リース資産除く） 主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 31〜50年
機械及び装置 ５〜10年

無形固定資産 …………定額法
（リース資産除く） 自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。
工業所有権については10〜17年の定額法によっております。

リース資産 …………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数
として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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５．引当金の計上基準
貸倒引当金 …………売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

役員賞与引当金 …………役員賞与の支出に備えて、当期における支給見込額に基づき計上しております。
製品保証引当金 …………製品のアフターサービスに対する支出及び製品販売後の無償修理費用等の支出に備えるため、

過去の実績等を基礎として見積算出額を計上しております。
退職給付引当金 …………従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、退職給付引当金及び前払年金費用として計上しております。退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費
用処理しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金 ………2006年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しておりま
す。当期末の残高は、在任役員のうち2006年６月29日までに就任した取締役（社外取締役を
除く）に対する制度廃止までの就任期間に応じた積立額であります。

６．収益及び費用の計上基準
当社は電動工具、園芸用機器等の製造・販売を主な事業としております。これらの製品販売については、製品の引渡時点にお
いて顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を
認識しております。又、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で
測定しております。
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会計方針の変更

該当事項はありません。

会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼ
す可能性があるものは、以下のとおりです。
・棚卸資産の評価
当事業年度の計算書類に計上した棚卸資産の金額は52,265百万円であり、収益性の低下による簿価切下額1,911百万円を差し引いて
計上しております。
棚卸資産は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
事業年度末における正味売却価額（見積売価から見積販売直接経費を控除して算出）が取得原価より下落している場合には、正味売
却価額で測定し、取得原価との差額を原則として売上原価に認識しております。また、営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産に
ついては、販売方針、将来の需要や市場動向を考慮し、帳簿価額の切下げを行っております。
市場環境が予測より悪化して収益性が著しく低下した場合には、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える
可能性があります。
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額

建物 33,623百万円
構築物 3,237百万円
機械及び装置 13,978百万円
車両運搬具 291百万円
工具、器具及び備品 30,198百万円
合計 81,327百万円

２．保証債務
金融機関からの借入金に対する保証
マキタ U.S.A. Inc.に対する保証極度額（5千万米ドル) 7,571百万円
マキタd.o.oに対する保証極度額（5百万ユーロ) 816百万円
マキタEngineering Germany.G.m.b.H.に対する保証極度額
（135万ユーロ)

220百万円

買掛金に対する保証
マキタ U.S.A. Inc.に対する保証極度額（3千万米ドル） 4,542百万円
マキタCorp. of Americaに対する保証極度額
（1千万米ドル）

1,514百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 84,706百万円
短期金銭債務 65,330百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 177,293百万円
仕入高等 175,200百万円

営業取引以外による取引高 82,241百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
１. 自己株式に関する事項
株 式 の 種 類 当 期 首 増 加 減 少 当 期 末

普 通 株 式 8,475,674株 2,533,113株 15,166株 10,993,621株
(変動の理由)

増加の内訳は、次のとおりであります。
自己株式の取得による増加 2,532,400株
単元未満株式の買取りによる増加 713株
減少の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式の割当による減少 15,084株
単元未満株式の買増しによる減少 82株
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税効果会計に関する注記
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払費用 1,800百万円
棚卸資産 1,250百万円
未払事業税等 409百万円
投資有価証券評価損 541百万円
減価償却超過額 3,126百万円
役員退職慰労引当金 91百万円
固定資産減損 84百万円
その他 1,112百万円
小計 8,413百万円

評価性引当額 △618百万円
合計 7,795百万円

繰延税金負債
前払年金費用 △3,474百万円
その他有価証券評価差額金 △4,974百万円
固定資産圧縮記帳積立金 △998百万円
合計 △9,446百万円

繰延税金負債の純額 △1,651百万円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.2％
（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △23.3％
外国子会社配当金源泉税 8.0％
試験研究費税額控除 △0.8％
その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.4％
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リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 369百万円
１年超 2,920百万円

関連当事者との取引に関する注記
１．役員及び個人主要株主等

属性 会社等の
名 称

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 (%)

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

役員及びその近親者が
議決権の過半数を
所有している会社等
（当 該 会 社 等 の
子 会 社 を 含 む )

株 式 会 社
ト ー ア

(注１)

自動制御装置の
設 計、 製 作
及 び 販 売

被所有
直接 0.0

生産設備の購入
役員兼任(２名)

生産設備の
購入(注３) 30 未払金 2

株 式 会 社
マ ル ワ

(注２)
不 動 産 業 被所有

直接 3.2
広 告 掲 出
役員兼任(２名)

広告宣伝
(注３) 2 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社取締役会長 後藤昌彦、取締役社長 後藤宗利及びその近親者が議決権の100％を所有しております。
（注２）当社取締役会長 後藤昌彦、取締役社長 後藤宗利及びその近親者が議決権の68.1％を所有しております。
（注３）株式会社トーア及び株式会社マルワとの取引は、市場実勢価格を勘案して、交渉のうえ、価格を決定しております。
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２．子会社等

属性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被所有)割合(%) 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子
会
社

マ キ タ U.S.A. Inc. 直接 100.0 債務保証
役員兼任(3名) 債務保証（注１） 12,113 ― ―

マ キ タ EU S,R.L.
( ル ー マ ニ ア ) 直接 100.0 資金の貸付

役員兼任(１名)

貸付金の回収
（注３） 10,320 ― ―

商品及び製品の販
売等（注２） 7,769 売掛金 7,460

牧田（中国）有限公司 直接 100.0
商品及び

製品等の仕入
役員兼任（4名）

商品及び製品等の
仕入（注２） 85,264 買掛金 34,079

牧田（昆山）有限公司 直接 100.0
商品及び

製品等の仕入
役員兼任（4名）

商品及び製品等の
仕入（注２） 73,919 買掛金 25,967

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）マキタ U.S.A. Inc. に対し債務保証を行ったものであります。取引金額欄には保証極度額（8千万米ドル）を記載して

おります。
（注２）製品等の価格その他の取引条件については、市場実勢価格を勘案して、交渉のうえ、価格を決定しております。
（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案し貸付利率を合理的に決定しております。なお、担保は設定しておりません。
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収益認識に関する注記
連結注記表「収益認識に関する注記」に同様の内容を記載しているため、注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,889円30銭

１株当たり当期純利益 312円01銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

連結配当規制適用会社に関する注記
当社は、連結配当規制適用会社であります。

※記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。


